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要  項 
 
１ 名  称 第 52 回 長野県道場少年剣道大会 

（兼全国道場少年剣道大会・全国道場少年剣道選手権大会予選会） 
 

２ 趣  旨 一般財団法人全日本剣道道場連盟（以下剣道道場連盟という）事業の一環として、長野県下の

優秀なる少年少女を一堂に集め、少年少女達に正しい剣道の指導、心身の鍛錬及び相互の親睦

を図ることを目的に試合錬成等を行い、もって我が国の将来を担う少年少女の健全なる育成に

寄与することを目的とする。 
３ 主  催 一般財団法人 全日本剣道道場連盟 
４ 主  管 長野県剣道道場連盟 （担当地区 東信地区） 

５ 助  成 日本財団 
６ 後  援 一財)長野県剣道連盟（予定） 長野県立武道館（予定）  
７ 特別後援 毎日新聞社 

８ 期  日 令和 8 年 4 月 26 日(日曜日) 午前９時 開会 （受付８時） 
９ 会  場 長野県立武道館 

所在地：〒385-0011 長野県佐久市猿久保 165-1 電話：0267-78-5370 

10 参加資格 
（1） 剣道道場連盟の加盟道場（以下、道場等という）に所属する小学３年生以上の剣道少年団員であるこ

と。 
（２）複数の道場等に所属している剣道少年団員は当該年度を通じていずれか一道場等を選択のうえ参加する

ことし上位大会出場に当たってもこれを適応する。 
（３）参加剣道少年団員は保護者の同意を得ること。 
（４）参加者剣道少年団員は剣道道場連盟の少年剣士会員章（ワッペン）を剣道着の右上腕部につけること。 
（５）参加少年団員はＳＳＰシール貼付の竹刀を使用すること 
（７）異なる道場等が混成チームを編成しての参加は認めない。 
（９）（２）を違反した者は出場を取り消す。 
 
 
 
 
 
 
11 試合方法 
（１）試合は、長野県道場少年剣道大会（以下、団体試合という）と長野県道場少年剣道選手権（以下、個人

試合という）とする。 

（２）試合は、全日本剣道連盟（以下、全剣連という）剣道試合・審判規則、同細則、および本大会要項、申

し合わせ事項に従って行う。 
（３）試合者は試合中、面マスクかマウスシールドのどちらかを着用すること。 
（４）試合者は鍔競り合いを避ける。接触した瞬間の引き技、及び体当たりからの技（発生を含む）は認める。

助成事業 



やむを得ず鍔迫り合いになった場合、速やかに剣先が触れない所まで分かれる。（解消に至る時間はお

よそ「一呼吸」三秒程度とする） 
（５）「上段の構え」、「突き技」については、（公財）日本中学校体育連盟剣道部申し合わせ事項に準じ禁

止する。（小学生も準ずる）ただし、隻腕の場合は事前に大会本部に連絡すること。 
（６）試合者の目印は、各道場等で持参し着脱も行うこと。 
（７）試合者は、剣道試合・審判細則第５条に定める名札を付け、所属名は所属道場等名（全道連登録名）と

し、字体は明確に読み取れるものを使用すること。 
（８）試合者は本大会においてＳＳＰシール貼付の竹刀を使用すること、それ以外の竹刀の場合は取り換える。 
（９）竹刀の検量は行わないが小学生の竹刀の基準は１１１ｃｍ（３尺６寸）以下とし、引率者は選手が竹刀

の点検するよう指導するとともに、選手の竹刀の点検とＳＳＰシール貼付の確認を行い安全確保に努め

る。 
（10）試合の組合せはコンピュータ抽選とし、システムは㈱和田システムの「リーグ＆トーナメントマネージ

ャー」を利用する。利用前の準備として出場団体及び個人名簿の作成が必要となるが、名簿の作成は大

会参加申込書が大会事務局に到着した順の入力とする。 
なお、団体試合は、前回大会の優勝道場等は第一シード準優勝道場等を第二シードとする。 

 
 

12 試合内容 
（１）団体試合 

① 試合は３人制で、リーグ方式により行い、勝ちは２点、引分は１点、負けは０点とする。なお、原則

として各リーグ上位２位は決勝トーナメント・全国大会出場権決定試合に進出することとする。 
② 試合は３本勝負、試合時間は小学生が２分、中学生は２分３０秒とし、試合時間内に勝敗の決しない

ときは引き分けとする。 
③ 試合の勝敗は勝者数法により決定し、勝者数、総本数が同数のときは、引き分けとする。 

なお、決勝試合進出の決定に関わる試合、および決勝トーナメントにおいて、勝者数、総本数が同数

のときは、任意の者による代表者戦によって勝敗を決する。 
④ 代表者戦の試合は１本勝負とし、小学生２分及び中学生２分３０秒で定められた試合時間内に勝敗が

決しない場合は延長戦を行う。 
延長戦は、時間を小学生２分、中学生は２分３０秒ずつ区切って行い、試合が長引く場合は状況に応

じて休憩をとり、勝敗の決するまで行う。 
⑤ 選手の登録・変更について 
ア 補員選手は設けない。 
イ ２名で出場する場合は「中堅」をあけて「先鋒」と「大将」の試合編成順とする。 
ウ 申込後、選手変更がある場合は、大会当日受付に於いて選手変更の手続きを行うこと。 

ただし、試合編成順の変更は認めない。 
 
 

 エ 出場道場等は、下図に示した様式で試合場の掲示に用いる試合編成表（オーダー表）を作成し、試

合を行う試合場の競技係員に提出する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
（２）個人試合 

① 試合は３本勝負、試合時間は小学生・中学生ともに３分とし、試合時間内に勝敗が決しない場合は、  

３分間の延長戦を行う。なお、延長戦に於いても試合が決しない場合は、判定により決する。 
ただし、準決勝及び決勝の延長戦は、時間を３分に区切って勝敗の決するまで行う。試合が長引く場

合は状況に応じて休憩をとる。 
  ② 判定の要件は、全剣連剣道試合・審判規則第７条の５、同細則第９条の１によらず剣道道場連盟申し

合わせ事項として、積極性及び姿勢態度も重視し総合的に判断する。 

Ａ４用紙の長辺を４つ折→ 
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③ 申込後、選手変更がある場合は、大会当日受付に於いて選手変更の手続きを行うこと。 
 

13 申込方法 

（1） 申込書は、別添申込用紙（メールにファイル添付も可）によるものとし、申込書に記載されている選手

は、親権者の同意を得られている者とする。 
 

申込先     〒398-0001  

長野県大町市平１０５６７番地 

夢未来「對山館」北澤淳司 宛  

電話:（０８０）５０３７－１５５９ 
E-mail:naganoken.kendodojorenmei@gmail.com  

 
（２）申込の締め切りは、令和８年４月１０日（金）とし大会事務局必着とする。 

（３）参加料は、団体試合が 3,000円、個人試合は選手１名につき 1,000円とし、申し込み時につぎの口座に

振込むものとする。 
 

郵便振込：記号 11150 番号 05632081 名前 長野県剣道道場連盟 
他金融機関からの振込：銀行名 ゆうちょ銀行 金融機関コード 9900 

店番 118 預金種類 普通 店名 一一八 口座番号 0563208 
 

（４）参加料は、申し込み後に不参加となった場合であっても返金はしない。 
 
 
 
 
 
14 審判員の推薦について 
（1） 各道場等から、審判員として三段以上の指導者を推薦する。 

（2） 審判員の服装は、全日本剣道連盟剣道試合・審判細則第２３条に定める服装とする。 
（3） 推薦された審判員は、印鑑を必ず持参する。 

 
15 参加者の安全対策 
（１）各道場等の引率者は、大会中選手の健康管理その他すべての行動に責任を負う。 
（２）主催者は大会中の負傷疾病に対し応急手当をする他は、一切の責任を負わない。 
（３）各道場等は傷害保険等に加入の後、大会に参加する。なお、少年剣士会員章（ワッペン）着用の選手

は、傷害保険が適用される。 
 
 
16 その他  

（1） 申込書により得られた内容は、番組表の選手名掲載の他表彰状制作及び剣道普及のために使用すること

がある。 
（2） 大会等の会場において、個人利用の目的でビデオ撮影等を行うことは差支えないが、営利目的又は不特

定多数の者に公開若しくは頒布する目的で、これを行うことは禁止する。ただし、メディア等が事前に



連絡の上、当連盟から許諾を得て行う撮影は認める。 
（3） ビデオ撮影等は、これを禁止されてない場所で、大会運営等を妨げない方法によることとし他人に迷惑

を及ぼさないよう配慮すること。 
（4） 当連盟が許可した報道機関等が撮影した写真や映像が新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等に記

載配信、販売されることがある。 
 
 
17 感染症感染拡大防止対策について  
（1） 本大会は新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の感染拡大防止を図る為、全日本剣道連盟の制

定した「感染予防ガイドライン」に沿って開催する。 
（2） 来館者におけるマスクの着用は個人の判断とし、試合審判中の審判員はマスクを着用しない。 
（3） 主催者は感染に関する注意喚起、消毒液の設置等の感染予防対策を行うが、参加者が新型コロナウイル

ス感染症・インフルエンザ等に感染しても一切の責任を負わないものとする。 
（4） 新型コロナウイルス関連の状況を踏まえ開催や規則等、適宜変更する場合がる。 
（5） 選手・監督および保護者は本大会要項、対策や取り決めについて同意の上出場すること。 

 


